
自治会の活動目標（地域福祉活動計画）
地域福祉推進会議での話し合いを通じて、自治会ごとの活動目標を掲げました。

• 飯野地区

堀浦：すべての地区住民が前向きな気持ちで

暮らせる堀浦

上大河平：みんな仲良く子供から高齢者まで

下大河平：自治会活動への関心を高める

杉水流：誰もが安心して暮らせる地域づくり

五日市：明るく楽しく住みよい五日市

東原田：安心して生活できる東原田

麓：安心・安全に住みよい ふもと

町：明るい安心安全な町自治会

坂元：替わる「人と環境」へ期待の坂元

前田：皆んながつながる前田自治会！

苧畑：笑顔でつなげる安心安全な地域

大明司：元気で明るい だいみょうじ

山内：安心安全を地域で取り組む山内（やんもっ）

駅前：笑いが絶えず互いに支え合う駅前（ていしゃば）

• 上江地区
池島：笑顔で楽しく 元気に暮らせる池島
今西：みんなで支えあい 思いやりのある今西
西上江：子どもから高齢者までみんながふれあう西上江
中上江：笑顔で明るい住みやすい中上江
上上江：地域の絆をつくろう 上上江
田代：生涯！ 田代でよかった！
出水：皆で支え合い楽しく暮らそう、でみず
末永：百歳体操と支え合いで長寿をめざす末永
白鳥：向こう・３軒・両隣りが基本！！

• 加久藤地区

松原：声かけて 明るく 住みよい 松原に

前松原：笑顔でつながる前松原
麓：住んで良かったと思える麓
中島：安全で安心して住みやすい中島
栗下：安心・安全なまち栗下
東長江浦下：声かけでみんながつながる東の下
東長江浦上：元気で楽しい地域づくり
西長江浦下：安心・安全な地域づくり
西長江浦上：高齢者や子どもが安心して暮らせる西の上
灰塚：きばっど！！四日市原（よけっばい）（灰塚）
永山：声かけ、見守り、支え合う永山
大溝原：安心・安全 みんなが集まる うんずばい
湯田：でくいこっから すっど 湯田自治会
西郷：住民が協力し合い、住みよい西郷（せご）
東川北：健康で明るい 東川北
榎田：誰もが安心して暮らせる榎田
牧の原：共に支え合い 安心して暮らせる 牧の原
尾八重野：未来ある元気で明るい活気ある尾八重野

• 真幸地区

水流：隣人を気づかい 助け合う水流自治会

南昌明寺：「お互いに顔の見える 健康で明るく
安心安全で住みやすい南昌明寺」づくり

北昌明寺：笑顔で元気な北昌明寺！
東内竪：皆んなで協力し合える東内竪
中内竪：安心して仲良く暮らせる中内竪
西内竪：笑顔でつながる西内竪
北岡松：みんなが笑顔で安心・安全な地域づくり
南岡松：助け合う南岡松自治会
亀沢：高齢者が多くなり、少ない人数でもがんばります
柳水流：笑顔で明るい柳水流
京町：魅力ある京町をめざす
上向江：元気で明るい上向江
下浦：健康でささえ合う 明るい下浦
中浦：みんなで支え合う地域づくり中浦自治会
上浦：みんなの協力で明るい上浦
上島内：交流の機会を増やそう上島内
下島内：高齢者が安心、安全に暮らせる地域づくり
西川北：お互いに支え合い安心・安全な西川北
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• 飯野地区
中原田：安心安全でにぎやかな中原田

上原田：元気いっぱい、住みよい安心・安全な上原田
南原田：住んで良かったと思える南原田（みなんはっだ）
高野：みんなの顔を知っている、つながる高野自治会
片馬場：安心・安全で住みやすい環境が整った地域づくり
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第５期計画の基本理念・基本目標

第５期
えびの市地域福祉計画

えびの市地域福祉活動計画
【概要版】

令和８年度～令和１１年度

基本理念
みんなでつくる『えびの』

みんなが活躍できる『えびの』
～ 地域共生社会の推進 ～

基本目標Ⅰ
みんなで進める
「地域づくり」

基本目標Ⅱ
みんなが役割を持つ
「人材・担い手づくり」

基本目標Ⅲ
安心できる

「支援体制づくり」

地域福祉の主役は地域住民であることが大切です。
地域において「支える側」「支えられる側」に分かれるのではなく、地域住民
が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる場を創り、福祉サービス
と協働して暮らすことのできる仕組みづくりが必要です。
本市における「地域共生社会」づくりをさらに進めるため、「第５期えびの市
地域福祉計画」を策定し、以下の「基本理念」に基づき各施策を推進します。



重点取組（包括的な支援体制）と基本目標
社会福祉法により市町村に求められる「包括的な支援体制づくり」について、こ

の計画では「重点取組」として位置付け、基本目標と併せて推進します。

①「住民に身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域
生活課題を把握し、解決を試みることができる環境の整備に

関する事項

●「ふくしの座談会」開催を通じた地域ごとの主体的な話し合いを進めます。
●居場所づくりを通じて地域内の課題や住民の課題に対する「気づき」の場
づくりを支援します。

●「地域福祉推進会議」を通じて地域住民の地域福祉に対する関心を高める
環境づくりに努めます。

②「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談
を包括的に受け止める体制の整備に関する事項

●介護・障がい・子育て・生活困窮の分野を柱として、地域住民の生活課題
などに対する相談を包括的に受け止め、断らない相談支援を進めます。
●市役所に相談することに対して心配や不安を抱くことがないような環境づ
くりに努めます。
●地域住民が集まる場で「包括的な支援体制」に関する周知を進め、課題の
早期発見ができる環境づくりを進めます。

③多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築に関する
事項

●それぞれの相談支援機関だけでは対応が難しい複雑化・複合化した課題に
対して関係機関がチーム（多機関）となって課題の全体像を把握し、支援
を図ります。

●多機関による支援方法に関するルールを明らかにして、課題を抱える方や
その家族に対する適切な支援を進めます。

●持続可能な支援体制が図られるよう、複雑化・複合化した課題ごとに役割
に応じた支援を行うための調整を行います。
●どのような支援が必要かについて、市民アンケートを実施するなど、地域
住民の声を多機関による支援に反映させます。



基本目標Ⅰ みんなで進める「地域づくり」

（１）助け合い、支え合う地域づくり

（２）つながる地域づくり

（３）防犯・防災の地域づくり

地域住民の「気にかけ合う関係性」づくりや「つながり」づくりに
ついて、行政や社会福祉協議会とともに進めるための取組

「地域の課題」や「解決のために地域できること」などを住民同士で
話し合い、主体的な地域づくり・担い手づくりを進めるための取組

基本目標Ⅱ みんなが役割を持つ「人材・担い手づくり」

（１）地域活動を進めよう

（２）みんなで考える地域課題

（３）人と人との交流・人と地域資源とのつながり

基本目標Ⅲ 安心できる「支援体制づくり」

住民主体の地域づくりと一体的に運用する包括的な福祉サービスや、
地域課題を支援機関へつなげ、適切な支援を図るための取組

（１）福祉サービスの推進と連携

（２）みんなで支える健康と長寿

（３）権利擁護の推進とサポート

（４）社会とのつながり支援（孤独・孤立対策）

第二次えびの市再犯防止推進計画 ※地域福祉計画に包含

犯罪を犯した人の更生支援、非行防止、犯罪被害者支援や保護司の確保
など、えびの市における再犯防止の取組について「再犯の防止等の推進
に関する法律」や国・県の「第二次再犯防止推進計画」を踏まえて策定
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